
令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 25 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

 

提案事項（事項名） 

自作農創設特別措置法に基づく農地買収に関する欄外登記の看過により発生した二重登記事案における事務

処理の簡素化 

 

提案団体 

宮城県、秋田県、長野県、三重県、広島県 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、農林水産省 

 

求める措置の具体的内容 

・時効取得手続きの簡素化 

・自作農財産紛争処理等連絡協議会開催スケジュールの明確化 

・自作農財産紛争処理等連絡協議会で時効取得が認められなかった場合の法務局における職権消除の義務

化 

 

具体的な支障事例 

国が戦後の農地解放で自作農創設特別措置法により農地を買収した際、特例により簡易な登記（欄外登記）を

行っていたが、法務局が欄外登記を看過して旧所有者からの登記申請を受け付け、二重登記となった事例が発

生している。私人による登記を消除し二重登記を解消するには、関係者全員から当該登記を消除することにつ

いての承諾書を徴集する必要があるが、その事務は法務局民事行政部長通知により県が行うことになってい

る。しかしながら、複数回二重登記が看過された場合は相続等により関係者が多数に上り、また、法務局の過

失が要因にあることから関係者の理解を得られず、承諾を得られない場合が多い。二重登記の名義人から時効

取得の申出があった場合は、自作農財産紛争処理等連絡協議会に諮る必要があるが、不定期開催のため迅

速な解決が難しい。また、当該協議会で時効取得を主張する際に、根拠資料として、昭和時代の資料が必要と

なるため、その収集が占有者にとって困難なものとなっている。現在、県営土地改良事業区域内で発見されてお

り、事業の進捗に影響している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

公共事業をはじめとする土地取引の円滑化、住民の負担軽減、都道府県における事務負担軽減。 

 

根拠法令等 

自作農創設特別措置登記令第 10 条第１項、同令施行細則第４条、法務局民事行政部長通知（平成２年５月 11

日付け登日記第 339 号）、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令第 33 号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

福島県、茨城県、鳥取県、愛媛県 

 

○当県でも、自作農財産創設措置法に基づく買収地である旨の欄外登記（耳登記）を法務局が見落とし、買収

後に旧所有者から前所有者に相続登記されたが、近年になり更にその息子が相続しようとした際に、法務局が



欄外登記を理由に所有権移転登記を受け付けない事例がある。 

○事故物件の関係者等から相当数の相談がある。発生要因は法務局の見逃しにあるにもかかわらず、処理は

県に委ねられ、県には過重な負担となっている。 

提案の実現により、二重登記名義人の立場の安定化と都道府県の事務負担軽減が図られるとともに、法務局も

参画することによる処理の進捗が期待できる。 

○現在、不法占有等において案件を一つ一つ解消していこうとする場合、その事案に対しての人や時間等も含

めた労力が多大に消費され思ったような成果が上がらず、問題の解消に至るまでに数年～数十年要する事案

が確認されている。また、平成 20 年代後半から現在にかけて新規発見された自作農財産においては、発見時

に 20 年をすでに経過し占有者が時効を援用すれば所有権を移転できると考えられる土地も散見されている。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 53 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

外国人受入環境整備交付金に係る提出書類の明確化 

 

提案団体 

秋田県、男鹿市、大仙市、井川町、羽後町 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

外国人受入環境整備交付金の提出書類を明確化すること。 

現在、提出が求められている書類は、当該時期に提出できない等の理由により、国に確認の上、代替書類を提

出していることから、実態に合わせて求める書類を明確な記載に変更してほしい。 

（記載変更の例） 

・歳入歳出予算（見込み）書抄本→予算措置が行われていることを確認できる資料  

・歳入歳出決算（見込み）書抄本→決算見込みを確認できる資料 

 

具体的な支障事例 

外国人受入環境整備交付金については、交付金交付申請書の提出締切が３月中旬（令和２年度交付金は、令

和２年３月１３日）とされている。その際の添付書類として、「歳入歳出予算（見込み）書抄本」の提出を指示され

ているが、この時期には提出できないものであるほか、本県の同書類には、個別事業の予算額等について記載

がない。 

同様に、実績報告については、４月上旬（令和元年度交付金は、令和２年４月１０日）までとされており、「歳入歳

出決算書（抄本）」の提出が指示されているが、決算書が出来るのは秋頃であり、この時期には提出できないも

のである。 

したがって、添付書類については、国に確認の上、代替書類を提出している。 

・歳入歳出予算（見込み）書抄本→予算内容説明書 

・歳入歳出決算（見込み）書抄本→事業に係る収支精算書 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

提出書類が明確化されることにより、国への代替書類の確認等が不要になり、担当者が変更となった際等に

も、事務が円滑化する。 

 

根拠法令等 

令和２年１月２３日付け出入国在留管理庁在留管理支援部事務連絡、令和２年２月２８日付け出入国在留管理

庁在留管理支援部事務連絡 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、福島県、相模原市、浜松市、三島市、湖西市、京都市、兵庫県、徳島県、香川県、宮崎県 

 



○提出書類が明確でないため、例示するなど改善願いたい。 

○事務の円滑化のために、添付書類について現実に合ったものを選定の上、明示していただきたい。 

○当県についても、交付金の申請及び実績報告について 

・歳入歳出予算（見込み）書抄本→予算要求説明書 

・歳入歳出決算（見込み）書抄本→事業に係る収支精算書など 

代替書類を提出している。 

○当県においても、同交付金の申請等に当たり、「歳入歳出予算（見込み）書抄本」等の内容を、毎回、国に確

認している。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 120 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

「住所（住民基本台帳法）の届出」と「住居地(入管法)の届出」の定義を同一とすること 

 

提案団体 

特別区長会 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

在留カードまたは特別永住者証明書（以下「在留カード等」という。）を所持する外国人について、「住所（住民基

本台帳法）の届出」と「住居地(入管法)の届出」の定義を同一とする旨の法整備を行う。 

 

具体的な支障事例 

在留カード等を所持する外国人が住民基本台帳上の住所変更届（転入・転居）を行う際に、在留カードを市区町

村窓口に持参した場合は、住居地の届出（入管法の届出）を同時に行ったものとみなしている（みなし住居地届

出）。 

しかし、在留カード等を持参しない場合や、一時滞在地等住民基本台帳法上の住所の要件を満たさない場所を

住居地とする届出を行う場合は、別途「住居地届出書」を徴した上で、在留カード等への住居地の裏書処理及び

法務省情報連携端末への住居地データ入力が必要となる。 

法務省情報連携端末は基本的に自治体あたり１台の貸与であり、近年は外国人研修生等による一時滞在の住

居地のみ届出の件数が増加しているため、住居地データ入力の作業が滞り、市区町村および地方出入国在留

管理局の業務に支障が生じている。 

また、在留カード等に記載された入管法上の住居地が住基法上の住所と異なっている場合でも、住民基本台帳

に登録されていない者が住民登録されているとの誤解を生む元にもなっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

外国人の一時滞在地を住居地の届出対象とすることによって左記のような支障が生じる。入管法上の住居地と

住基法上の住所の定義を同一とすることによって、外国人の居住に関する記録の不均衡を解消することがで

き、外国人の届出にかかる支障の解消および市区町村窓口の事務の効率化を図ることができる。また、在留カ

ード等に記載される情報によって、必ず外国人の住基法の住所が記載されることになり、カードの更なる公証性

を図ることが可能となる。 

 

根拠法令等 

出入国管理及び難民認定法第 19 条の 6、第 19 条の 7、第 19 条の 8、第 19 条の 9 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、苫小牧市、いわき市、ひたちなか市、柏市、川崎市、相模原市、高山市、富士市、豊田市、小牧市、京

都市、八尾市、和泉市、米子市、広島市、徳島市、高松市、大牟田市、久留米市、糸島市、宮崎市 

 



○当市においても、外国人住民が自身の住民登録状況について誤認することにより、他の行政サービスについ

ても誤った申請が行われる等の支障が生じる。 

○「住所（住民基本台帳法）の届出」と「住居地(入管法)の届出」の定義を同一とすることにより，必ず外国人の

住基法の住所が記載されることになり、カードの更なる公証性を図ることが可能となる。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 121 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

郵便局において取り扱わせることが可能な事務の要件緩和 

 

提案団体 

泰阜村、長野県、大町市、長和町、山ノ内町、飯綱町、原村、 

天龍村、豊丘村、筑北村 

 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

郵便局において、下記の事務を取り扱わせることを可能とすること。 

①住民異動届 

②印鑑登録事務 

③地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱に関する法律第２条において、交付の請求の受付、引き

渡しが可能とされている各種証明書等の交付決定 

④同条において、交付について～に「記載され（、又は記録され）ている者に対するものに限る。」とされているも

のの代理請求の受付 

 

具体的な支障事例 

令和元年の８月より支所の窓口業務をすべて管内の郵便局に委託した。その業務の中で住民異動届（転入届・

転出届・転居届等）及び印鑑登録の申請があった場合、郵便局員では処理ができない。また、公的証明書の交

付の意思決定や代理請求（委任状による請求）も郵便局員では対応できないため、現在は自治体職員１名を郵

便局内に常駐させて対応している。 

今後、行政経費削減のため、やむを得ず職員を引き揚げることになった場合、住民異動届等が提出された際に

はその都度本庁から職員が当該郵便局まで出向く必要があり、その間（約８㎞車で１５分）待っていいただくか、

申請者に本庁まで行ってもらわなければならない。本庁までの公共交通機関がないため、高齢者や運転免許証

がない人には、大きな負担となり、住民サービスの低下に繋がるおそれがある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

課題となっている業務が郵便局で処理可能となれば、以前支所で行っていた窓口業務がすべて郵便局で対応

できることになる。 

住民にとって身近で、日々の生活に不可欠な郵便局と連携することによるワンストップサービス化と住民サービ

スの向上、常駐職員の削減による行政効率の改善される。 

更に郵便局の利用者が増えることにより地元商店街の賑わいにも繋がることが期待される。 

 

根拠法令等 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱に関する法律第２条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 



宮崎市、旭川市、柏市、小田原市、富士市、桑名市、京都市 

 

○自治体によって支所で扱う業務が異なるが、今後郵便局への委託を検討する自治体にとっては、少しでも委

託できる業務が広がれば事業の効率化につながる。 

○当市では、平成 30 年に７つの出張所をまちづくり拠点施設として機能転換させた。その結果、出張所で行っ

ていた各種証明書交付の取り扱いがなくなった。そこで、旧出張所エリアにある５つの郵便局で証明書交付事務

を行うこととした。機能転換に伴う取扱事務の変更を来客者に伝えていく際、郵便局を案内するが、代理人によ

る請求については、市の窓口でしか取り扱えず、郵便局の窓口で混乱をきたすことがある。出張所を利用してい

た人にとって、従前と変わらない形で、近くの郵便局が利用できるようになれば、窓口での混乱の解消になる。ま

た、市担当窓口以外の場所での交付を可能とすることで、市域をカバーすることができ、利用者の負担軽減にも

つながる。 

○利用者の利便性を高めることができる。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 126 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

身寄りのない方の遺留金の取扱い方法の明確化 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

身寄りのない方の遺留金の取り扱いについて、自治体が根拠のない歳入歳出外現金を保管することがない制

度の整備。 

 

具体的な支障事例 

【経緯】 

身寄りのない方が死亡した場合の葬祭に関して、死亡者の埋火葬を行うものがない又は判明しない時、行旅病

人及行旅死亡人取扱法及び墓地、埋葬等に関する法律又は生活保護法の葬祭扶助に基づき、各自治体が埋

火葬を行う。費用は、第一義的には故人の遺留金を充て、不足時は地方自治体が負担することになるが、葬祭

後の遺留金処理について、残余が生じる場合、生活保護上では相続財産管理人の選任を請求し、引き渡さなけ

ればならないとされている。生活保護法以外に明確な規定はないため、民法の規定に基づき、相続人のあるこ

とが明らかでない場合、相続財産管理人の選任を経て、最終的に国庫に帰属することとなる。 

しかし、遺留金が申立て手続きに必要な経費に満たない場合には、申立てを行うことが困難であるほか、相続

人がいる場合でも遺留金の受け取りを拒否することもあり、結果として、自治体では地方自治法上望ましくない

事務処理が行われている。また、その他にも関連した課題がある。 

【支障事例】 

遺留金取扱について、大阪市（H24.10、H26.10）、会計検査院（H26.3）、指定都市市長会（H29.7）、衆議院予算委

員会（H30.2.8）、総務省行政評価局（R2.3）等で、厚生労働省・法務省に対して、要請、指摘、質疑、調査報告さ

れているが、いまだ法整備されていないため、自治体においては歳入歳出外現金として保管せざるを得ない状

況。 

公営住宅内の遺品取扱について、国土交通省が対応指針を示し、相続人が明らかでない場合に相続財産管理

人選任前でも、残置物の移動等ができる。民間住宅内の遺品は、残置物の移動等について相続人等の了解が

必要で、相続財産管理人を選任せず、相続人以外の者が許可なく、整理・処分してしまうと不法行為となる。自

治体が警察から遺体とともに遺品を預かる場合があるが、行旅死亡人以外の根拠がなく、遺品を最終的に処分

するまで自治体で保管しなければならない。 

遺留金が少額であった場合、相続財産管理人の選任申立費用を賄えず、相続財産管理人の選任申立が実質

できない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

制度整備されることにより、遺留金を法的根拠なく歳入歳出外現金として保管するようなことがなくなり、地方自

治法上適正状態となり、合わせて保管等に係る事務負担がなくなる。 

また、制度整備されることにより、自治体による保管期間、場所等の取扱いによる差がなくなる。 

 



根拠法令等 

行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律、生活保護法、民法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、滝沢市、仙台市、郡山市、入間市、荒川区、相模原市、鎌倉市、座間市、新潟県、新潟市、高岡市、福

井市、上田市、浜松市、愛知県、名古屋市、豊橋市、半田市、豊田市、犬山市、京都市、兵庫県、三宅町、徳島

市、高松市、久留米市、柳川市、大村市、熊本市、宮崎市、鹿児島市 

 

○全ての相続人を調査する手間や、相続人が受取を拒否する等の事情があり、当市においても、歳計外現金と

して保管せざるを得ない状況であり、対応に苦慮している。 

○独居死亡人等にかかる遺留金について、遺留金では相続財産管理人をたてることができない場合、歳入歳

出外現金として保管している。複数の相続人がいる場合、供託制度を活用するとしても供託所をどこにするべき

かという課題がある。 

○当市のおいても、身寄りのいない方、または、身寄りがいても生前より疎遠等によって遺留金品等の引き取り

を拒む方々が年々増加傾向にある。遺族に交渉しても中々理解してもらえず、最終的には行旅死亡人の処理に

なっており、遺留金を根拠なく保管している現状である。 

○単身の被保護者が死亡した場合で、葬祭を行った後でも遺留金品がある時の処理について、基本的に相続

人がいる場合には相続人に依頼するが、相続人がいない場合、生活保護法施行規則第 22 条２項の規定によ

り、福祉事務所長は家庭裁判所に相続財産管理人選任申し立てを行うこととしている。 

しかし、手続きに係る費用について、通常は 30 万円～40 万円が必要とされ、その費用の捻出方法、また、相続

財産が預貯金等の流動資産の場合は必要ないが、固定資産のみの場合、相続財産の管理費用や相続財産管

理人の報酬など、手続きにかかる経費の担保として予納金(100 万円)が裁判所から求められる。遺留金品が少

額であった場合、相続財産管理人の選任申立費用を賄うことができず、実際として対応することができない。 

また、手続きにかかる期間についても、申し立てから管理人選任、各種公告、相続人不存在が確定され国庫に

引き継ぎとなるまで、約１年半を要する。 

○相続人が不明又は存在するが引き取りを拒否するなどで遺留金の保管を引き受けざるを得ない事例があり、

相続財産管理人の選任申し立てが可能な額の遺留金ではない場合は保管が長期化するため、簡素な手続きで

国庫へ帰属させることができる制度が必要である。 

〇身寄りがなく葬祭を執行する者がいない死亡人、死後経過等により身元が判明しない死亡人等については、

行旅法及び墓埋法の規定により地方自治体が葬祭を執行することとなっている。 

その際、死亡人に遺留金がある場合には葬祭費に充てることができると規定されており、葬祭費を差し引いても

なお余剰金が出たときには、その遺留金は相続財産管理人の選任を経て、最終的に国庫に帰属することとな

る。 

しかし、相続財産管理人の選任には１００万円程の費用がかかるため、遺留金が少ない場合には、相続財産管

理人の選任ができない。結果として、遺留金を地方自治体が歳入歳出外現金として保管しつづける状況となっ

ており、法制度の改正が必要である。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 143 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

地籍調査実施主体への相続財産管理人選任請求権の付与 

 

提案団体 

旭川市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

地籍調査対象土地の所有者が死亡しており、その所有者について戸籍上の法定相続人が存在しない又は法定

相続人の全員が相続放棄している（以下「相続人不存在」という。）場合に、地籍調査実施主体への相続財産管

理人の選任請求権を付与する民法第 952 条第１項の特則規定を国土調査法に設ける。 

 

具体的な支障事例 

地籍調査とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を

行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。中でも筆界の調査は重要であり、筆界は土地の所有者

その他の利害関係人又はこれらの者の代理人（以下「所有者等」という。）の立会及び確認を得て調査を行う

が、所有者等の立会及び確認が得られないときは原則として筆界未定となる。 

ただし、地籍調査作業規程準則第 30 条第３項の規定により、所有者等の所在が明らかでないため立会いを求

めることができない場合で、かつ、筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合においては、関係行政機

関（登記所）と協議の上、所有者等の確認を得ずに調査することができる。他方、相続人不存在の場合には、左

記の規定にいう「所有者等の所在が明らかでない」場合に文言上該当しないことから、民法第 952 条に基づく家

庭裁判所への相続財産管理人の選任請求を行った上で、相続財産管理人の立会及び確認により筆界確認を

実施せざるを得ない。 

当市では、所有権登記名義人の死亡後、相続登記がされないままその法定相続人が相続人なくして死亡してし

まった土地につき、当該土地の名義人の親族等に相続財産管理人の選任請求を提案したが、費用面の問題を

理由に断られ、更には検察官にも断られたため、相続財産管理人による立会及び確認を実施することができ

ず、筆界未定として処理せざるを得なかった事例がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地籍調査において筆界確認を実施することができず筆界未定となれば、隣接地所有者に非がないにも関わら

ず、自己所有地についての売却や担保権の設定が困難となり資産価値が下落するといった不利益が生じる。 

そこで、地籍調査実施主体への相続財産管理人の選任請求権を付与することにより、相続財産管理人による筆

界確認が可能となり、その結果、筆界未定を回避することができるほか、その後の用地買収における売買契約

等が円滑に実施できるなど、公共事業の迅速化という観点からも有益である。加えて、所有者のない不動産に

係る国庫帰属手続にも資することができる。 

 

根拠法令等 

民法第 952 条第１項、地籍調査作業規程準則第 23 条、30 条 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

苫小牧市、千歳市、福島県、川崎市、平塚市、三浦市、中井町、福井市、佐久市、半田市、豊田市、犬山市、大

牟田市、熊本市、宮崎県 

 

○当市においても同様の支障事例はあり、筆界未定として処理をしている。 

○当県の一部の市町村においても、登記名義人の死亡後に相続登記がされていない土地が多数存在していま

す。近年、法定相続人全員が相続放棄する事案こそ発生しておりませんが、法定相続人の数名から放棄する旨

の通知を受けることもあることから、今後、法定相続人全員が相続放棄するケースの発生を危惧しているところ

です。 また、登記名義人が相続をせずに死亡している土地や、死亡した登記名義人の公用請求も探索に限界

があることから、相続人不存在による筆界未定地として処理せざるを得ない事例も発生しており、筆界未定地に

隣接する土地所有者にとっては不利益となるため、筆界未定地の解消に対して特に強い要望を受けています。

今後、地籍調査実施主体への相続財産管理人の選任請求権が付与されれば、相続財産管理人による筆界確

認が可能となり、その結果、筆界未定を回避することができるほか、その後の用地買収における売買契約等が

円滑に実施できるなど、公共事業の迅速化という観点からも有益です。  

○当市では、平成 27 年度に地籍調査事業を再開し、実施しています。今後、本格的に事業を推進していく中

で、当市においても、土地所有者の相続人全てが死亡している土地や相続人がいない土地等の調査を行うこと

が考えられます。その場合、現行の制度では、当該地の境界が確認できないため、隣接地を含むこれらの土地

について、やむを得ず筆界未定として処理することになります。これにより、当該地の管理放棄状態は継続し、

隣接地を含め売買が困難になる等、利用上の制約を受けることになります。今後、国土調査法の規定が見直さ

れ、地籍調査実施主体に相続財産管理人の選任請求権を付与されることになれば、現土地管理者や隣接土地

所有者等に対して制度の活用を促し、相続財産管理人として境界を確認してもらうことで、土地の筆界未定を回

避し、地籍調査事業の成果を向上させることができます。さらには、この土地が適切に管理、処分されることで、

管理放棄地の解消、土地の利活用、公共事業の円滑な実施を図ることができます。 

○当県においても地籍調査を実施したが所有者の所在が不明等で境界立会ができず、境界を定めることができ

ない事案がこれまでも発生しており、課題解決に向けた対策が必要となっている。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 210 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

関係法律等に基づく計画策定の義務付け（実質的な義務付けとなっている努力義務を含む）を見直すこと 

 

提案団体 

福島県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

 関係法律等による計画の策定の義務付けとされているものについて、策定、改定の時期、計画の内容につい

て、自治体が必要性や実態を踏まえて判断できるような任意規定とすること。 

 また、実質的には義務付けとなっている努力義務について、策定が任意であることを周知すること。 

 

具体的な支障事例 

 関係法律等による計画の策定の義務付けとされているものが多く、その一つ一つに係る当初計画の策定や大

綱見直し等による改定作業が、自治体にとって大きく負担となっている。 

 限られた人員体制の中で行政サービスを提供する各自治体が、その計画の必要性、自治体における現状を

踏まえて、策定するかしないかも含めての判断を尊重するよう求めるもの。 

 また、努力義務・できる規定となっている計画についても、計画策定状況を公表するなど、実質的な義務付けと

なっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 計画策定等の作業が必要なもののみに収斂（しゅうれん）されることによる自治体の負担軽減。 

 限られた人員や体制を、計画そのものでなく、住民が求める実質的なサービスにシフトすることが出来る。 

 

根拠法令等 

<義務> 

①都道府県基本計画（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３） 

②都道府県障害児福祉計画（児童福祉法第 33 条の 22） 

<努力義務・できる規定> 

③都道府県子ども・若者計画（子ども・若者育成支援推進法第９条） 

④都道府県計画（子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条） 

⑤都道府県行動計画（次世代育成支援対策推進法第９条） 

⑥自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条） 

⑦都道府県推進計画（都道府県社会的養育推進計画）（平成 24 年 11 月 30 日付け厚生労働省子ども家庭局

長通知） 

⑧地方再犯防止推進計画（再犯の防止等の推進に関する法律第８条） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 



宮城県、高崎市、千葉市、三鷹市、川崎市、加賀市、長野県、知多市、鳥取県、防府市、宮崎市、指宿市 

 

○自治体で計画の内容、必要性を判断できるようになると事務負担の軽減が図られる。また、例えばマイナンバ

ーカード交付円滑化計画の月次報告など、国への報告頻度が著しく過剰なものもあり、報告頻度の見直しも強く

求められる。 

○ 関係法律等により、計画策定が義務付けられているものが多く、計画の策定後においても、指針見直し等に

よる改訂作業、進捗管理等が、自治体にとって大きな負担となっている。 

 計画策定が補助金を受けるための前提となっているのみならず、努力義務・できる規定となっている計画につ

いても、各自治体の計画策定状況を公表するなど、実質的な義務付けとなっている。 

 当市においても、令和２年度に１４件のパブリックコメントを実施する予定で、アンケートやワークショップ等も増

加し続けており、市民参画手続制度の簡素化、選択化も必要である。 

 限られた人員体制の中で行政サービスを提供する各自治体が、制度変化への対応も困難を極める中、計画

策定や工程管理という作業に多くの時間を費やすことにより、業務本来の目的を見失うことのないよう、各自治

体の現状を踏まえた判断を可能とするよう求めるもの。 

○ 現在、全国知事会の地方分権改革推進特別委員会の下に設けられている「地方分権改革の推進に向けた

研究会」において同様の議論がなされており、当該研究会の第２回会議における「資料１（P19～P22）」の中で、

地方に対する各種計画策定規定が増えていることが示されている（下記 URL 参照）。 

http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/research/chihou_bunken_kaikaku_suishin_kenkyuu_kai/158261

1970871.html 

 これらは、法令上努力義務規定・任意規定であっても、財政措置の要件となっているなど、事実上策定せざる

を得ないものも多く、人的リソースの乏しい地方公共団体（特に小規模な市町村）にとっては対応が困難な場合

がある。 

 地方自治体が既に策定している各種計画に、関係法令が規定する計画の趣旨にかなう記載があれば、新た

な策定を不要とするなど、地方の自主的政策判断を尊重すべきである。 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 239 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

特別永住者証明書の交付方法の弾力化 

 

提案団体 

宝塚市、兵庫県、京都市、堺市、和歌山県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

申請者の利便性の向上、窓口業務の負担軽減の観点から、特別永住者証明書の申請者本人、代理義務者（同

居している配偶者及び６親等内の血族又は３親等内の姻族）または取次者（別世帯の親族等）が申請時に来庁

した場合は、交付時の本人出頭義務を免除し、郵送（本人限定受取郵便、簡易書留等）による交付を可能とする

こと。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

特別永住者証明書の申請受付及び交付事務は、法定受託事務として市町が実施している。 

特別永住者証明書の有効期間は７年間であり、特別永住者は７年毎に特別永住者証明書を更新申請しなけれ

ばならず、申請時と交付（受領）時の２回の出頭義務が課せられている。 

【支障】 

更新申請時と交付（受領）時の２回ともに、本人または代理人もしくは取次者が市役所窓口に来庁しなければな

らず、申請者の負担はもとより窓口の事務負担にもなっている。一方、マイナンバーカードの場合、申請時もしく

は受領時のいずれか１回の来庁で手続きが完了し、交付手続きの簡素化が図られている。 

本人以外の者が手続きできる要件が限られているため、更新手続きを行う義務を履行することが困難になって

いる特別永住者が存在する。例えば本人または代理義務者が就労している場合でも、「疾病その他の事由によ

り自ら届出等をすることができない場合」に該当しないため、別居の親族等が取次者となって手続きを行うことは

認められない。そうした場合、更新申請時はともかく、受領のために再度来庁を求めることについて、合理的な

説明に苦慮しており、窓口でのトラブルが絶えない。 

また、高齢で移動に制約がある場合でも、「疾病その他の事由」に該当しなければ原則として本人が２回出頭す

る義務があり、クレームが多く発生している。さらに、取次ぎが認められる場合でも、親族が遠隔地にしかおられ

ない場合もあり、申請時はまだしも、交付（受領）のために再度来所を求めることは、時間的金銭的な負担が大

きく、更新手続きを円滑に進めるうえで大きな支障となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

特別永住者である住民の利便性が向上するとともに、窓口の事務負担の軽減に資する。 

 

根拠法令等 

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第 12 条第１項、第 19

条第１項及び第３項 

同法施行規則 第１７条第２項及び第４項 



市区町村在留関連事務取扱要領 第６ 

２（６）特別永住者証明書の交付 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、苫小牧市、秋田市、郡山市、いわき市、ひたちなか市、柏市、相模原市、福井市、沼津市、富士市、西

尾市、八尾市、東大阪市、米子市、広島市、徳島市、高松市、久留米市、糸島市、竹田市、宮崎市 

 

○高齢の方や就労している方にとって、特別永住者証明書交付のための 2 度の出頭義務は大きな負担となっ

ていることから、マイナンバーカードの交付手続き同様の簡素化が求められる。 

○特別永住者は年々高齢化しており、施設等に入所していたり本人の来庁が困難なケースが増えてきている。

また、取次者となり得る親族が県外にしかいない等対応に苦慮するケースもある。 

○窓口混雑の緩和，利用者の負担軽減が図られる。 

○本人限定郵便を使う場合、切り替え前の特別永住者証明書の回収をどうするのかという問題がある。 

○申請を行った後に証明書を受け取りに来ない方がいるため、郵送交付が可能になれば、このようなケースが

無くなることが期待できる 



令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 247 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

不動産移転登記等に係る登録免許税の算定の際、電子での評価額情報を利用 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、財務省 

 

求める措置の具体的内容 

不動産移転登記等に係る登録免許税を算定する際は、地方税法第 422 条の 3 の規定により市町村から法務

局へ通知している電子での評価額情報を利用して、法務局が算定すること。 

 

具体的な支障事例 

不動産の移転登記等を行う際に申請者が登録免許税を算定して申告し、法務局が記載内容を確認する必要が

あるが、申請者は市町村が発行した固定資産課税台帳登録事項証明書により算定することとなっている。 

これにより当市においては不動産移転登記等を目的とした固定資産課税台帳登録事項証明書発行が年間約 5

万 6 千件あり、市町村においては窓口対応に多大な労力がかかっているとともに、住民にとっても市町村窓口

へ来所する手間が生じている。 

なお、固定資産税台帳登録事項証明書の記載事項は、地方税法第 422 条の 3 の規定により法務局へ通知す

ることとなっており、法務局でその情報を確認することが可能。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

登録免許税においては、法務局が電子による評価情報を確認して税額算定をすることで、不動産の移転登記等

の際の固定資産課税台帳登録事項証明書の添付が不要となり、住民にとっては証明書の発行の手間の削減に

つながる。また、市町村にとっては窓口来所者の削減による行政の効率化が図られる。 

 

根拠法令等 

登録免許税法第 10 条、第 25 条、第 26 条、附則第 7 条、登録免許税法施行令附則 3、不動産登記規則第 189

条、第 190 条、地方税法第 422 条の 3 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

八戸市、滝沢市、仙台市、ひたちなか市、高崎市、千葉市、八王子市、新潟市、上田市、浜松市、名古屋市、豊

橋市、豊田市、京都市、兵庫県、広島市、熊本市、宮崎市 

 

○当市でも、申請者（多くは登記事務を代行する司法書士）が提案団体と同様の証明（登記申請用評価証明書）

を申請している。 

発行件数は年間約 1,700 件であるが、地方税法第 422 条の３の規定により本来は法務局で通知内容を確認し

登録免許税の算定が可能なため、市の窓口及び申請者の負担となっている。 

○当市では法務局への固定資産評価額通知は、年に１度、当初賦課が確定したのちに行っており（修正された



評価額については評価が確定した都度）、所有権移転のみの場合には通知を行っていませんが、分合筆、地目

変更の際には法務局登記官からの依頼により価格通知書を別途発行しています。法務局と市町村の情報連携

が一層進められることで、今後、分合筆、地目変更等の場合についてもデータで評価が通知できるようになれば

事務の効率化が図れると考えます。 

○当市においては平成３１年度固定資産税関係証明の発行件数が合計で 15,777 件であったが、このうちの多く

が不動産の移転登記の際の法務局への提出を目的とした固定資産税評価証明書を発行するものであり、市に

おいては窓口・郵送請求対応に多大な労力がかかっているとともに、住民にとっても窓口来所・郵送請求の手間

が生じている。 

○税通等のオンライン化に伴い、市町村と登記所との間で相互のデータの受渡しが可能となるため、評価情報

を固定資産課税台帳登録事項証明書の添付に頼ることなく確認できるのであれば事務の効率化が図られるの

で、市民、行政双方の面からも有効と考える。 

○当市は毎月電子データで評価額通知を法務局に提出しているが、同法務局が管轄している別市はデータで

の通知を行っていない。現状、自治体によって法務局との情報連携自体にばらつきがあるため、「法務局が電子

による評価情報から税額算定をする」という一律な措置基準を設けることで、自治体による差も解消されると考

える。 

○固定資産税台帳登録事項証明書の記載事項は、地方税法第 422 条の 3 の規定により法務局へ通知してい

るものの、法務局より不動産登記等を目的とした固定資産課税台帳登録事項証明書の発行を求められており、

事務負担となっている。 

○当市においても、相続等に伴う登記のための固定資産課税台帳登録事項証明書発行が多数ある。相続人等

の取得権利者及び分合筆による土地の異動等を確認したうえで全筆・全棟分を発行するため、難易度が高い案

件が多く、時間を要することが多い。不動産の移転登記等の際の固定資産課税台帳登録事項証明書の添付が

不要となれば、証明書発行業務の負担は減り、他の行政サービスの質の向上が見込まれる。 

○当市においても、不動産登記申請を目的とした固定資産課税証明書の申請者は郵送分も含めて年間（平成

30 年度）で約１万７千件あり、発行対応に多大な労力がかかっているとともに、住民にとっても窓口へ来所する

手間が生じている。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口で接触する機会を減らす必要性も高まっている。今

後、これを電子化した情報をもとに法務局において登録免許税の算定が可能となれば、これら課題を解消する

ことができ非常に有益である。 

 


